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1. 第6期アクションプランのコンセプト
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第6期アクションプラン
（令和6年度～令和8年度）



2.支部業務内容

協会けんぽ福井支部では4つのグループにて各種事業を実施しています。

●評議会
●医療費適正化
（ジェネリック医薬品促進等）
●医療費分析
●コラボヘルス
●健康保険委員
●広報

企画総務グループ

●健診
●特定保健指導
●重症化予防
●データヘルス計画

●レセプトの点検
●医療費のお知らせ
●債権回収

●各種保険給付の支払い
●任意継続
●被扶養者資格の再確認

戦略的保険者機能関係 基盤的保険者機能関係

保 健 グ ル ー プ

レセプトグループ

業 務 グ ル ー プ

加入者及び
事業主の皆様
の利益の
実現を図る
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◆サービススタンダードの達成状況を100％とする。
◆サービススタンダードの平均所要日数7日以内を維持する。

4.基盤的保険者機能

～サービススタンダードとは～

KPI

推移

◎サービススタンダード平均所要日数

サービス水準の向上

令和5年度 実績 令和6年度 目標 令和6年度 実績（R６.11月末現在） 令和7年度 目標

99.9％ 100％ 100％ 100％

業務G

傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金及び埋葬料について、申請の受付から10営業日以内に申請者の口座に振り込みが
終了することとした基準

令和4年度 令和5年度 令和6年度（Ｒ6.11月末現在)

7.52日 6.13日 4.74日
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◎サービススタンダード達成状況

【令和7年度の具体的施策】

・現金給付の申請受付から支給までの標準時間の遵守、および平均所要日数７日以内を維持するため
進捗管理を徹底する。

・事務処理体制の整備、改善等を常時履行する。

毎朝郵便局へ赴き郵便物の回収を行うこととしたため、
申請書の受理が早くなり、平均所要日数が短縮された。



3.基盤的保険者機能 サービス水準の向上

KPI

令和5年度 実績 令和6年度 目標 令和6年度 実績（R6.11月末現在） 令和7年度 目標

4.0％ 4.0％ 4.1％ 前年度以下

業務G
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◆現金給付等の申請書類に係る窓口での受付率を対前年度以下とする。

推移

加入者・事業主の利便性の向上や負担軽減の観点から、電話相談等の際には郵送等での手続きを
積極的に案内する。

【令和7年度の具体的施策】

お客様満足度調査やお客様の声により支部の課題を見いだし、
加入者サービス水準の向上に努める。



3.基盤的保険者機能

◎柔道整復施術とは

現金給付適正化の推進

接骨院や整骨院で柔道整復師（国家資格）によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原

因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をせずに、整復・固定などを行い、人

間が持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療。

（健康保険の適用）
急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷（肉離れなど）・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要（応急処置を除く）

（健康保険の適用範囲外）

・単なる肩こり、筋肉疲労や慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用

・病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど）からくる痛み・こり

・脳疾患後遺症などの慢性病

・過去の交通事故等による後遺症

・症状の改善の見られない長期の治療

・医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置を除く）

・仕事中や通勤途上におきた負傷

業務G
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柔道整復施術療養費及びあんまマッサージ指圧・はりきゅう施術療養費に
ついて、多部位かつ頻回、長期かつ頻回等の過剰受診の適正化を図るため、
加入者への文書照会等を強化する。また、不正が疑われる施術者について
は地方厚生局へ情報提供を行う。



3.基盤的保険者機能 ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 業務G
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化への対応に関し、 マイナ保険証の利用を推進
するとともに、制度に係る広報や資格確認書・資格情報のお知らせ等を遅延なく、円滑な
発行等に取り組む。



4.基盤的保険者機能

【令和７年度の具体的施策】
ＫＰＩ ①レセプト点検の査定率 ②再審査レセプト1件当たりの査定額 について全国一律【前年度以上】

1.支部内の勉強会を月２回及び、外部講師研修を年２回の実施により質的向上を図る。

2.北陸３支部と情報交換を行い、支払基金の審査傾向や査定実績等を共有し支部の査定率の向上を図る。

3.高額レセプトから審査を実施し1件当たりの査定額向上を図る。

4.自動点検マスタのメンテナンスを継続実施し、効果の高いレセプトを重点的に審査する。

【令和6年度の取り組み】
〇レセプト点検員の能力向上

・外部講師研修、年２回開催

・支部内勉強会、月２回開催

・他支部との勉強会に参加及び点検員情報交換会を開催

・社会保険診療報酬支払基金石川センターを訪問、

意見交換会を実施

〇支払基金福井事務局と協議、毎月１回

〇支部間差異、協会本部へ異議申し立てを２件実施

効果的なレセプト内容点検の推進

実 績
(ＫＰＩ)

令和４年度 実績
(令和５年度ＫＰＩ)

令和５年度 実績
(令和６年度ＫＰＩ)

令和6年度
9月末現在

令和７年度ＫＰＩ

① 査 定 率
②１件の査定額

①0.129％ 12位
②6,644円 24位

①0.218％ 6位
②8,364円 20位

①0.241％ 3位
②12,235円 8位

①②前年度以上

レセプトG

KPI ①レセプト点検の査定率 ②再審査レセプト1件当たりの査定額
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4.基盤的保険者機能 効果的なレセプト内容点検の推進 レセプトG

◆レセプト点検の流れ

・右の図は、医療機関が医療費請求から医療費の適正化を受けるまでの簡略図です。
・医療機関が医療費を支払基金へ請求(図①)します。
・一次審査を行った支払基金は、協会けんぽへ費用の請求（図②）を行います。
・レセプト請求に誤りなどがあれば支払基金へ再審査(図③)を依頼。
・基金が再審査した結果、医療機関へ清算・減額(図④)を行います。

〇ＫＰＩ 協会のレセプト点検の査定率
支払基金の一次審査済レセプト(図②)について、協会けんぽが再度の二次審査を
行っており、(図①)から算出した医療費を分母として協会けんぽの査定額(図④)
から査定率を算出しています。
また、支払基金は、協会けんぽの査定(図④)を翌月以降に学習し取込むため、全
国的に同様の査定は支払基金で増加し、協会けんぽの平均査定率は令和５年度と
比較して減少しています。

〇ＫＰＩ 再審査レセプト1件当たりの査定額
協会けんぽの審査結果である査定金額(図④)と、その件数から算出したものです。
支払基金では、ＡＩによる審査を行ったうえで一部を目視審査を実施しています
ので、協会けんぽのエクセルをベースにした単純な自動点検だけでは効果は低く、
高額になる入院・手術・検査等にも重点を置いて審査をしています。
ただし、２つのＫＰＩを達成するため、高額査定だけに集中しないよう実施して
います。

医療機関

保険者負担　7割　・　本人負担　3割

支払基金

一次審査　　／　　再審査

協会けんぽ

資格点検　外傷点検　内容点検

高額療養費

①

②
③

④



4.基盤的保険者機能

【令和６年度の取り組み（証回収）】未回収３，００１枚

・電話催告は、電話番号が確認できるものは７０件
電話接触 １２件 事業所等返納済み １１件
効果は ０．４０％程度

・支部独自に事業所宛の催告文書を４８９事業所に発送
初めての催告 ４０２事業所82％ 複数回の催告 ８７事業所18％
５２事業所から１７０枚の回収 ２１８枚の滅失届取得
効果は１２．９３％程度

・人材派遣・小売店舗・営業所等を持つ事業所の回収状況が改善
・事務を委託されている社会保険労務士から多数反響あり
・催告を送付した８２％以上の事業所が初めての催告

【令和７年度の具体的施策】

オンライン資格確認による無資格受診の発生抑止効果が見込まれるため、本部は令和６年１２月２日より保険証の回収催告

を廃止いたしました。

返納金債権発生防止

実 績
(ＫＰＩ)

令和4年度 実績
(令和５年度KPI)

令和5年度 実績
(令和６年度KPI)

令和6年度
11月末現在

令和７年度ＫＰＩ

1か月以内の
保険証回収率

91.84％ 16位 89.35％ 12位 88.91％ 10位 KPI廃止

レセプトG

KPI 資格喪失後1か月以内の保険証回収率
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4.基盤的保険者機能

【令和６年度の取り組み（返納金債権回収）】

返納金債権(次頁参照) １０月末現在 合計 約４，３９０万

無資格受診全体の約６４％ 約２，８１０万

保険者間調整希望 １６５件 約２，４３０万

高額債権(10万円以上) 無資格受診 30件 約２，３００万

保険者間調整26件 約２，０６０万

１１月末現在保険者間調整見込み額と回収見込率は８１．７０％

【令和７年度の具体的施策】

ＫＰＩ 返納金債権(診療報酬返還金(不当請求)を除く)の回収率【前年度以上】

1.保険者間調整を積極的に案内し、効率的な債権回収に努め回収率向上を図る。

2.債権の適切な管理を行い、速やかな催告等を実施する。

3.弁護士と連携し効果的な催告及び、法的手続きを実施し納付について協議を行う。

返納金債権発生防止

実 績
(ＫＰＩ)

令和4年度 実績
(令和５年度KPI)

令和5年度 実績
(令和５年度KPI)

令和6年度
１０月末現在

令和７年度ＫＰＩ

返納金債権
の回収率

75.25％ 16位 78.83％ 14位

47.00％
保険者間調整見込み額

11月～3月1,523万円

現在見込81.70％

前年度以上

KPI

レセプトG
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返納金債権(診療報酬返還金(不当請求)を除く)の回収率
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4.基盤的保険者機能

◆返納金債権の種類と発生金額割合

令和６年度の発生金額の割合は、右の図の発生割合のとおり

無資格受診が多く、次に障害年金調整ですが業務上傷病が高

額になることもあります。

◆返納金債権とは

・健康保険の資格喪失による無資格受診と健診費用

・傷病手当金と年金を調整する障害年金調整と老齢年金調整

・労災・通災による業務上傷病

・前期高齢者の標準報酬28万円で分かれる自己負担額誤り

・厚生局が医療機関を指摘した診療報酬返還金

・現金給付等で還付いただく必要がある場合はその他

◆保険者間調整とは

・無資格受診の返納金が発生し、国民健康保険に加入している

場合は協会けんぽと国民健康保険で相殺していきます。

返納金債権発生防止 レセプトG
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R6.10 調定額 回収額 残高 回収率

無資格受診 2,810万 793万 2,017万 28.22%

業務上傷病 207万 204万 3万 98.41%

障害年金調整 1,205万 910万 295万 75.50%

老齢年金調整 53万 50万 3万 93.84%

自己負担額誤り 62万 55万 7万 88.87%

健診費用 5万 4万 1万 83.79%

その他 48万 47万 1万 98.34%

総計 4,390万 2,063万 2,327万 47.00%



4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）

【第3期データヘルス計画】(令和6年度から令和11年度)

医療保険者による、レセプトや健診データから得られる情報、各種保健医療関連統計資料の分析に基づ
く、効率的・効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するための計画

10年以上経過後に達成する
ゴール

6年後に達成する目標

脳血管疾患の入院受診率を令和4年度よりも減少させる
人工透析患者の対加入者数割合を全国平均よりも減少させる

収縮期血圧が130mmHg以上の加入者数の割合を令和4年度よりも減少させ
る（40歳以上59歳以下）

血圧リスクに着目した特定保健指導の実施

健診機関による受診勧奨域者への受診勧奨の実施
福井県糖尿病性腎症重症化予防プログラムに則った受診勧奨
糖尿病治療者への歯科受診勧奨

目標達成するための取組み事業名

1 健診

2

3

特定保健指導

重症化予防

保健G
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4 コラボヘルス
事業所への効果的なサポートメニューの提供
事業所での歯科講習会の実施

小規模事業所における生活習慣病予防健診の受診率向上
嶺南東部における健診受診率向上
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(12位) (15位) (12位)

10月現在

(13位) (10位) (21位)

11月現在

(37位) (36位) (13位)

11月現在

特定健診実施率 令和5年度
実績 71.0％ 令和6年度

目標 71.0%
令和6年度
実績

(9月時点)
34.2% 令和7年度

目標 73.1%

【KPI】被扶養者特定健診実施率
令和6年度
実績

(11月時
点)

22.2％ 令和7年度
目標 30.1％

【KPI】事業者健診データ取得率
令和6年度
実績

(11月時
点)

4.3％ 令和7年度
目標 11.4%

【KPI】生活習慣病予防健診実施率
令和6年度
実績

(10月時
点)

44.6％ 令和7年度
目標 70.4%

(11位) (9位) (10位)
9月現在

生活習慣病予防健診とは…生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした血液検査や尿検査、がん検診を
被保険者に受けていただく健診です。

特定健診とは…糖尿病や脂質異常症などの予防を目的に、血糖検査や脂質検査、尿検査を被扶養者に受け
ていただく健診です。

事業者健診とは…労働安全衛生法に基づいて、事業主が従業員に受けさせる定期健康診断です。

4.戦略的保険者機能（健康づくり事業） 健診の推進 保健G

70.1 71.0

34.2

4年度 5年度 6年度

特定健診

68.0 68.2

44.6

4年度 5年度 6年度

生活習慣病予防健診

11.2 11.4

4.3

4年度 5年度 6年度

事業者健診データ

25.6
27.1

22.2

4年度 5年度 6年度

被扶養者特定健診



4.戦略的保険者機能（健康づくり事業） 健診の推進 保健G
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・県との連名で健診実施率の低い小規模事業所に対して、生活習慣病予防健診の受診勧奨を実施する。
・健康保険委員を対象とした研修会を実施し、健康保険委員を活用した健診予約の仕組みを構築する。
・巡回健診実施機関に対して、嶺南地域における日程の早期決定を働きかけ、早期の勧奨・広報を実施する。
・健診機関拡大に向け、医療機関へアンケートを実施のうえ、医療機関への訪問勧奨を実施する。
・事業者健診結果データの提供に関し同意書(提供依頼書)提出済の事業所から着実に健診結果データを取得
する。

未受診事業所への受診
勧奨

令和7年度予算 内容 実施時期

440千円
生活習慣病予防健診が未受診である小規模事業所に
対する文書による受診勧奨 令和7年9月

事業者健診データ取得

令和7年度予算 内容 実施時期

8,525千円
外部委託による「事業者健診データの取得及びデー
タ化」、「生活習慣病予防健診への切替え勧奨」 通年

令和7年度の具体的施策(被保険者)



4.戦略的保険者機能（健康づくり事業） 健診の推進 保健G
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協会主催の集団健診

令和7年度予算 内容 実施時期

1,870千円 無料集団健診開催時の会場賃借料等の費用補助
令和7年7月、10月
令和8年2月

特定健診の受診勧奨DM
送付

令和7年度予算 内容 実施時期

2,376千円
医療機関、市町集団健診、福井支部主催集団健診に
ついて、年間を通して複数回の受診勧奨

通年

・協会主催の特定健診にかかる集団健診について、無料オプション検査の充実を図り県内全域で実施する。
・特定健診とがん検診を同時実施できる市町集団健診会場について周知・広報を強化する。

令和7年度の具体的施策(被扶養者)

オプション健診補助

令和7年度予算 内容 実施時期

4,698千円 眼底検査、骨粗鬆検診、歯科検診の費用補助
令和7年7月、10月
令和8年2月



4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）

KPI

特定保健指導の推進 保健G

令和5年度 実績 令和6年度 目標 令和6年度10月まで 令和7年度 目標

13.6％ 31位 45.3％(※) 11.6％ 29位 15.6％

結果・推移KPI

令和5年度 実績 令和6年度 目標 令和6年度10月まで 令和7年度 目標

24.4％ 19位 25.5％ 12.9％ 18位 28.0％

結果・推移KPI

被保険者

被扶養者

17

※令和6年度目標については、令和3年度実施分において特定保健指導実施機関からの請求が遅れ令和4年度に取り込んだため、
令和4年度実績が2年度分の実績で44.7％となったことによるものです。（参考：令和4年度実績44.7％)



4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）

KPI

特定保健指導の推進 保健G

18

令和7年度の具体的施策

・健診機関による特定保健指導実施率が低いため、健診機関に対して健診当日による初回面談の実施に
ついて働きかけを行う。

・特定保健指導実施未契約の健診機関で健診を受診している中規模事業所に対し、訪問による受入れ勧奨
を実施する。

・ICT遠隔面談による特定保健指導実施機関に対し更なる働きかけを行い、実施件数向上につなげる。
・被扶養者に対しては、健診当日の初回面談を推進し利便性の向上に努める。

ICTを活用した
遠隔による保健指導

令和7年度予算 内容 実施時期

770千円
検診車にて健診を実施した当日に、ICTを活用した
遠隔面談の勧奨を実施した際の費用補助 通年



◆未治療者受診勧奨

KPI 結果・推移

令和5年度 実績 令和6年度 目標 令和6年度 実績 令和7年度

33.3％ 23位 33.3％ 34.2％ 24位 前年度以上

健診結果(血圧値、血糖値、脂質値)で要治療と判定され、健診受診月から10ヵ月以内に医療機関を受診した者の割合を
対前年度以上とする。

4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）重症化予防の推進 保健G
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令和7年度の具体的施策

・血圧、血糖、脂質等に着目した未治療者への受診勧奨を着実に実施する。
令和6年10月より、生活習慣病予防健診受診者に加えて、事業者健診・被扶養者特定健診受診者、
任意継続保険加入者にも支部より二次勧奨を実施

・健診機関における健診受診後、早期の受診勧奨実施に向けてデータ分析のもとモデル実施に適した
健診機関を選定し働きかけを行う。



【二次勧奨に同封するチラシ】

4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）重症化予防の推進 保健G

20

未治療者に対する勧奨

令和7年度予算 内容 実施時期

1,056千円
1次勧奨実施後の未受診者を抽出し、委託業者より
文書による2次勧奨を実施 通年



◆糖尿病性腎症重症化予防

KPI

4.戦略的保険者機能（健康づくり事業）重症化予防の推進 保健G

21

令和7年度の具体的施策

・福井県版「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に則り、糖尿病性腎症等の重症化を予防するため受診勧奨
を実施する。

糖尿病性腎症重症化予防

令和7年度予算 内容 実施時期

3,564千円
糖尿病又は慢性腎臓病が疑われる者で、医療機関未
受診者・治療中断者を抽出し受診勧奨を実施 令和7年8月から
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福井支部 全国平均

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス）

KPI 被保険者カバー率

健康保険委員の委嘱拡大

企画総務G
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福井支部は76.1％で

全国3位

『健康保険委員』とは
協会けんぽと加入者様・事業主様の橋渡し役

2,094
2,219

2,371

2,563

2,685
2,994

3,548 3,949

5,335 5,701

H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3 R6.3 R6.9 R6.11

福井支部 委嘱人数

令和7年度の施策

○ 令和６年度に数多く委嘱した健康保険委員へ支部事業の協力依頼を実施

方法 ① 健康保険委員向けセミナーの開催 ② 健康保険委員向け案内送付新

健康保険委員

大きく伸びた
要因は、これ
まで行ってい
なかった小規
模事業所を開
拓したため。

9か月で
1,750人超

令和6年度実績
（令和6年9月末）

令和6年度 目標 令和7年度 目標

76.1% 72.4% 80.3％



4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務G
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健康保険委員

【参考資料】

事業所規模別で被保険者数9人以下の事業所が福井支部加入事業所の75％を占める。

そのうち、特定健診の対象である40歳以上の被保険者数ベースでは約20％の３万4千人を占める。

しかし、事業所規模が被保険者1～5人の健診受診率は34.7％、6～9人の健診受診率は56.7％と
相対的に低調である。

現在、注力している小規模事業所への健康保険委員への登録は、小規模事業所の健康宣言をしてもらうこ
とや健診受診率を向上させるための施策の一つとなっている。

令和6年3月31日「協会けんぽ加入者基
本情報」データを加工
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「コラボヘルス」とは、協会けんぽと事業主が連携して、従業員の健康づくりを支援する取り組みです。

○ 宣言事業所数の拡大

33 91 127 
283 

468 
730 

1,036 
1,290 1,384 1,436 

H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.3 R3.3 R4.3 R5.3 R6.3 R6.11

項目/
R7予算額 リーフレット作成費用 / 200千円 [健康情報]卓上カレンダー作成費用/608千円

内容

「健康づくり宣言」をおこなってもらうために、最新の情報を掲載したリーフレットを作成し、好事例集や

事業所カルテとともに送付する。また、宣言事業所へのインセンティブとして健康卓上カレンダーを担当者

向けに配布し健康意識を高めてもらう。

数量 約6,000社 （対象：健康保険委員のいる事業所）

KPI 健康宣言事業所数

新

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務G健康宣言

令和6年度 目標
令和6年度実績

（令和6年11月末）
令和7年度 目標

1,550事業所以上 1,436事業所 1,590事業所以上
協会けんぽ全体での

令和7年度目標は106,000事業所
以上



内容
令和6年度
実施件数

（令和6年11月末現在）

令和7年度
目標

（予算上限
①②のみ）

委託予定

① 生活習慣病予防コース 24 30 公募

② 「歯と健康」の講習会
2 5 福井県歯科医師

会

③ メンタルヘルスコース 35 50
福井産業保健総

合
支援センター

④ 健康運動コース 47 50

合計 73 155

25

項目/R7予算額 講習会リーフレット作成 / 198千円 講習会委託 / 2,546千円

変更点

令和6年度中に福井産業保健総合支援センター（さんぽセンター）と連携協定を締結予定

令和7年度から「健康運動コース」は福井産業保健総合センターの協力を得て無料で理学療法士

からの講習会を実施できるようになる。

◎『健康づくり宣言』事業所へのサポート
〇 協会けんぽ講習会の実施

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務G
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○ 健康課題に着目したポピュレーションアプローチの実施

健康づくり好事例集の作成

項目/R7予算
額

好事例集作成委託 / 1,102千円

内容 様々な健康課題に対応するため、中長期的にテーマごとに好事例集を作成・配付する

変更点 令和7年度より健康課題のテーマごとに好事例集を作成し、複数の健康課題に対応したものとする。

令和6年度は健康経営優良法人認定企業

の中から、規模別地域別に6社を選定

し、現地で取材を行い作成した。

ご協力企業

株式会社エツミ光学

株式会社 長田工業所

カワイ 株式会社

株式会社 川上測量コンサルタント

東洋染工 株式会社

株式会社 ミヤゲン

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務G好事例集 好事例集
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◎『健康づくり宣言』事業所へのサポート

健康測定機器の貸出し 申込みの依頼があった事業所へ5日間レンタルするもの

1.血管年齢測定器 16件

2.野菜摂取度測定器 7件

3.骨健康度測定器 6件

4.体組成測定器 1件

令和6年度の貸出機器 30件→他の予算流用により増枠60件
メールマガジンによる広報のみで枠が埋まる

1.血管年齢測定器

2.野菜摂取度測定器

3.骨健康度測定器

48歳

血管年齢測定

項目/R7予算額 測定機器貸出業務委託/ 1,716千円

内容 血管年齢測定器、野菜摂取度測定器、骨健康度測定器の3種類を予定

変更点 年度当初から予算の上限60社として実施

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務G測定機器の貸し出し測定機器貸出
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○ 健康課題に着目したポピュレーションアプローチの実施
ウォーキングアプリを使用したウォーキングイベント（県の事業との連携）

35

55 51

63

87

0

20

40

60

80

100

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

●イベント参加によって、社内でのコミュニケーションが活性化されたと感じましたか

●イベント参加によって、健康改善につながったと感じましたか

0 10 20 30 40 50 60

どちらともいえない

イベント参加前より減らしたい

イベント参加前と同量にしたい

イベント参加前より歩く量を増やしたい

●今後のウォーキングへの意気込みとしてあてはまるものを1つ選んでください

86.21%

参加事業所数 第5回アンケート結果

予算額 969,100円

内容
運動習慣を定着してもらうために、ウォーキングアプリを活用した事

業所対抗ウォーキングラリーを実施する。

期間
令和7年10月～11月（福井県のウォーキングイベントにあわせて実施

予定）

若年層が全国平均参加案内を小規模事業所にまで
拡大したことで参加事業所数が増加

第5回（令和6年度）実績

事業所数 87 チーム数 425 参加人数 1,111人

0 20 40 60 80 100

いいえ

はい

0 20 40 60 80

いいえ

はい

87.26%

65.52%

N=29

4.戦略的保険者機能（コラボヘルス） 企画総務Gウォーキングイベント
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【KPI】ジェネリック医薬品使用割合

令和6年度実績
(令和6年8月時点)

84.3％ 参考
（令和6年3月時点）
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対前年度末以上
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ッ
ク
医
薬
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使
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割
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（
％
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年齢階級別/福井支部ジェネリック医薬品使用割合
（2024年8月診療分）

4.戦略的保険者機能（医療費適正化） 企画総務Gジェネリック医薬品の使用促進ジェネリック医薬品



4.戦略的保険者機能（医療費適正化）

１．医療費適正化リーフレットの作成

企画総務G

30

県内の全市町のこども医療費受給者証の交付に
併せたリーフレットの配付

２．育児冊子の配付

新生児の親へジェネリック医薬品のメリットを
掲載した冊子を郵送

予算額 253,000円

内容

子ども医療費受給者証の発送時に同封してもらう等

県内全市町と連携し上手な医療のかかり方の広報を

実施する。

予算額 1,221,440円

内容

新生児の保護者（被保険者）に対して、育児に加え、

救急医療、医療費負担の仕組み、適正な受診等を掲

載した育児誌等を配布する。

ジェネリック医薬品
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○上手な医療のかかり方の周知啓発

ふくまむ新聞 ふくまむ祭での啓発活動
ブース出展（令和6年度の実施内容）

・育児冊子、こども用ジェネリックシール

・特定健診受診案内ポケットティッシュの配布

・こどもの手形スタンプのプレゼント

予算額 755千円

内容
令和6年度に引き続き令和7年度も実施。令和6年度の実施内容に加えて、来場者アンケートを実施する。

また、協会の認知度向上も狙い、PRグッズを拡充する。

期間 令和7年10月

4.戦略的保険者機能（医療費適正化） 企画総務G上手な医療のかかり方上手な医療のかかり方



4.戦略的保険者機能（加入者への広報）

令和7年度は、左記の動画に加え

て、協会の共有可能資産である他支

部で作成した動画を活用して、映画

館によるCM、YouTube等に加えて

商業施設のデジタルサイネージで広

報を実施する。

また、LINEの運用が全支部で開始し

たことから、お友達登録を増やすと

ともに、毎月2回以上配信を行う。

月1回は管理栄養士や理学療法士等

の専門家からの健康コラムを掲載す

ることとする。

企画総務G
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項目/R7予算額

映画館CM / 1,452千円

WEB広告/ 1,100千円

デジタルサイネージ広告/ 990千円

LINEによるコラム作成・お友達登録者獲得チラシ/ 961千円

動画内容

○ かかりつけ医をもちましょう

○ お薬飲むならジェネリック医薬品を使いましょう

○ 運動・食事・睡眠を見直しましょう

○ 健診の3つの「もったいない」をなくそう！（健康づくりサイクルの定着）

＋ 他支部で作成した動画から支部課題にあった動画を選定

期間 通年

新

新

様々な媒体での広報



5.組織・運営体制等の整備 支部全体
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項目 内容

人事・組織

① さらなる保険者機能の発揮に向けた人材育成

業務経験を通じて職員の成長を促し組織基盤の底上げを図る。

② 働き方改革の推進

年次有給休暇や育児休業の取得促進に取り組む

③ 風通しのよい組織づくり

職員間の連携のより一層の強化に向け、職員同士の様々な意見交換や

情報交換の機会づくりに取り組み、課題の把握力及び解決力の強化に努める。

内部統制等

① 個人情報の保護の徹底

個人情報保護管理体制の現状把握と問題点の是正を通じて、個人情報の

保護の徹底を図る。

② 法令等規律の順守（コンプライアンス）の徹底

コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンスに係る取組を

推進する。

③ 費用対効果を踏まえたコスト削減等

サービス水準の確保に留意しつつ、全職員が適切なコスト意識をもって、

経費の節減に努める。



6.KPI一覧表

No 項目 令和７目標

1 サービススタンダード達成状況 100％

2 サービススタンダードの平均所要日数7日以内を維持 平均所要日数 7日以内

3 申請書類の窓口での受付率 前年度以下

4
社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検査定率
（査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会けんぽの医療費総額）

前年度以上

5 再審査レセプト１件当たりの査定額 前年度以上

6 資格喪失後受診による返納金債権の回収率 前年度以上

7 生活習慣病予防健診実施率 70.4％以上

8 事業者健診データ取得率 11.4％以上

9 被扶養者の特定健診実施率 30.1％以上

10 被保険者の特定保健指導実施率 28.0％以上

11 被扶養者の特定保健指導実施率 15.6％以上

12 受診勧奨後10か月以内の医療機関受診率 前年度以上

13 健康づくり宣言事業所数 1,590事業所以上

14 ジェネリック医薬品使用割合 前年度末以上

15 バイオシミラー使用促進 関係者への働きかけを実施

16 健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数割合 80.3％以上

17 SNS（LINE）の運用 毎月の情報配信

18 健康保険委員の委嘱事業所数 前年度以上

19 一般競争入札に占める一者応札案件の割合 15％以下または年間4件以下の場合1件以下
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7.保険者機能強化予算（案）一覧表

福
井
支
部

支
部
保
険
者
機
能
強
化
予
算

予算
区分

分野 経費の主な内容 令和7年度予算

支
部
医
療
費
適
正
化
等
予
算

医療費適正化対策
上手な医療のかかり方チラシの配付
適正受診に向けた育児冊子の配付

1,475千円

広報・意見発信
定期的に全事業所に送付するチラシ等の印刷、LINE・
冊子の作成に関する費用
CMやWEB等を用いた広報に関する経費

8,154千円

支
部
保
健
事
業
予
算

健診経費

治療中の者の検査結果情報提供料
事業者健診結果データの取得
健診受診勧奨等経費
集団健診

15,089千円

推進経費
オプション健診

健診推進経費、保健指導推進経費
骨粗鬆症検診、眼底検査、歯科検診

5,389千円

保健指導経費

中間評価時の血液検査費
医師謝金
保健指導用図書購入費
検診車による遠隔面談

1,634千円

重症化予防事業経費
未治療者受診勧奨
重症化予防対策

4,620千円

コラボヘルス事業経費 コラボヘルス事業 7,332千円

その他の経費 その他の保健事業 1,056千円

合 計 44,058千円
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